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(57)【要約】
【課題】基板上の封止構造に由来する非発光領域が目立
たない有機ＥＬパネルを提供すること。
【解決手段】有機ＥＬパネルは、透明基板２０００と、
透明基板２０００上に設置され、有機層を含む発光機能
層と、透明基板２０００の前記発光機能層が設置された
発光領域を取り囲む周辺領域において透明基板２０００
に接続して前記発光機能層を覆う封止構造２００６と、
前記周辺領域に設置された反射膜５００と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、
　前記透明基板上に設置され、有機層を含む発光機能層と、
　前記透明基板の前記発光機能層が設置された発光領域を取り囲む周辺領域において前記
透明基板に接続して前記発光機能層を覆う封止構造と、
　前記周辺領域に設置された反射膜と、を備える、
　有機ＥＬパネル。
【請求項２】
　前記発光機能層は、前記透明基板上に、透明電極、発光層を含む前記有機層、及び反射
電極をこの順に積層してなり、
　前記反射膜は、前記透明基板と前記封止構造との間に介在して設けられている
　請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　前記封止構造は、ガラスで構成された封止基板と、透光性樹脂で構成され、前記透明基
板の前記周辺領域において前記封止基板と前記透明基板とに接続する封止材とからなる
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　前記封止構造は、透光性樹脂で一体に構成されている
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項５】
　前記透明基板と前記反射膜との間に第１の密着層をさらに備える
　請求項１から４のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項６】
　前記反射膜と前記封止構造との間に第２の密着層をさらに備える
　請求項１から５のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項７】
　前記発光層にて中心発光波長がλの光を発生させるとき、前記反射電極と前記発光層内
の中心発光位置との距離は、（４ｍ＋３）λ／１６以上（４ｍ＋５）λ／１６以下、ただ
しｍは０以上の整数、である、
　請求項１から６のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の複数の有機ＥＬパネルを備え隣接する有機ＥＬ
パネルの周辺領域同士が重なって配置されている
　有機ＥＬパネル複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）パネル、及びそれらを複数接続した
有機ＥＬパネル複合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬパネルを用いた面照明装置が開発されている。図１４は有機ＥＬパネル
として想定される一般的な構造を示す図である。図１４において、（ａ）は上面図、（ｂ
）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【０００３】
　ガラスなどの透明基板２０００上に、パターニングした透明電極２００１を形成し、そ
の上の一部に、電子注入層、電子輸送層、発光層、ホール輸送層及びホール注入層が積層
されてなる有機層２００２が形成されている。有機層に電圧を印加するために、有機層上
には、反射電極２００３が形成される。反射電極２００３は、反射率が高いＡｌ、Ａｇと
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その合金などが用いられる。光は透明基板２０００を通して、取り出し面２００９から外
部に放射される。本明細書では、透明電極２００１、有機層２００２、反射電極２００３
からなる積層構造体を、発光機能層と呼ぶことがある。
【０００４】
　一方、有機層２００２に使われる有機材料は、酸素、水分の環境下では劣化するために
、封止構造２００６で覆うことにより保護する必要がある。封止構造２００６は、例えば
、反射電極２００３に対向する封止基板２００４と、透明基板２０００の周辺領域におい
て封止基板２００４と透明基板２０００とを接続する封止材２００５とからなる。
【０００５】
　有機ＥＬに電圧を印加するために、封止材２００５と透明基板２０００との間を通して
透明電極２００１及び反射電極２００３と電気的に接続された給電部１００が透明基板２
０００の周辺領域に設けられる。
【０００６】
　面光源として、大面積の領域を発光させるというという需要に対し、上記有機ＥＬパネ
ルを単純に複数枚接続して１枚の大面積の有機ＥＬパネル複合体を得る場合、個々の有機
ＥＬパネルには、発光しない給電部１００や封止材２００５を設置する周辺領域が存在す
るため、隣接するＥＬパネル同士の接続部のつなぎ目が目立ち、有機ＥＬパネル複合体の
外観を損ねるという問題がある。
【０００７】
　この問題を解決するために、例えば、特許文献１、特許文献２では、複数の有機ＥＬパ
ネルを接続する際に、一方の有機ＥＬパネルの給電部１００を他方の有機ＥＬパネルの裏
面に潜り込む位置に配置し、接続部における上側の有機ＥＬパネルの給電部１００を省略
する技術が開示されている。この技術によれば、接続部における給電部１００に由来する
非発光領域が縮小されるので、つなぎ目を目立たなくすることは可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１２６８７１号公報
【特許文献２】特開２００５－１２３１５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の技術にしたがって給電部１００を他の有機ＥＬパネルの裏側に潜
り込む位置に配置するだけでは、封止材２００５を設置するために有機ＥＬパネルの外周
部分に設けられる非発光領域に由来するつなぎ目が依然として目立つという課題がある。
【００１０】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、封止材を設置するための非発光領域が目
立ちにくい有機ＥＬパネル、及び複数の有機ＥＬパネルを並べてなる有機ＥＬパネル複合
体において、複数の有機ＥＬパネル間のつなぎ目が目立ちにくい有機ＥＬパネル複合体を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記従来の課題を解決するために、本発明に係る有機ＥＬパネルの１つの態様は、透明
基板と、前記透明基板上に設置され、有機層を含む発光機能層と、前記透明基板の前記発
光機能層が設置された発光領域を取り囲む周辺領域において前記透明基板に接続して前記
発光機能層を覆う封止構造と、前記周辺領域に設置された反射膜と、を備える。
【発明の効果】
【００１２】
　このような構成によれば、周辺領域に反射膜を設けることにより、透明基板内を伝播す
る光は反射膜で反射するため、透明基板内をより長く伝播する光が増える。この反射光に
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より、有機ＥＬパネルの封止材を設置する領域に由来する非発光領域を目立たちにくくす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１における有機ＥＬパネルの構造図
【図２】本発明の実施の形態１における有機ＥＬパネルの作製方法を説明する図
【図３】本発明の実施の形態１における光の伝播を説明する図
【図４】本発明の実施の形態１における取り出し光量の積算を説明する図
【図５】本発明の実施の形態２における有機ＥＬパネルの構造図
【図６】本発明の実施の形態２における有機ＥＬパネルの作製方法を説明する図
【図７】本発明の実施の形態３における有機ＥＬパネルの構造図
【図８】本発明の実施の形態３における有機ＥＬパネルの作製方法を説明する図
【図９】本発明の実施の形態４における有機ＥＬパネルの構造図
【図１０】本発明の実施の形態４における有機ＥＬパネルの作製方法を説明する図
【図１１Ａ】光の配光分布を曲座標で表した図
【図１１Ｂ】光の配光分布を曲座標で表した図
【図１１Ｃ】光の配光分布を曲座標で表した図
【図１１Ｄ】光の配光分布を曲座標で表した図
【図１１Ｅ】光の配光分布を曲座標で表した図
【図１２】本発明の実施の形態１における広角配向の光を利用した場合の取り出し光量を
説明する図
【図１３】透明な樹脂により、有機ＥＬパネルを封止する構成を説明する図
【図１４】従来の有機ＥＬパネルの一般的に想定される構造図
【図１５】従来の有機ＥＬパネルの発光領域の端部近傍での取り出し光量を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態を説明する前に、従来構成の有機ＥＬパネルについて、本発明者が
検討した結果を説明する。
【００１５】
　図１５に、有機ＥＬパネルの発光領域と周辺領域との境界付近の拡大図、及び透明基板
２０００の取り出し面２００９から取り出される光量を示す。ここで発光領域とは、透明
基板２０００の発光機能層が設置された領域を言い、周辺領域とは、透明基板２０００の
発光領域を取り囲む非発光の領域を言う。
【００１６】
　発光層から出た光の一部は、矢印５０２で示される経路に沿って、透明基板２０００内
を全反射により何度も反射しながら進行する。その際に、徐々に、透明基板２０００に対
して全反射角度以上の角度をなす光が透明基板２０００内から外部へと取り出される。し
たがって、周辺領域では、徐々に光量が減少するフェード領域２００８が生じる。フェー
ド領域２００８の幅は、発光層から取り出し面２００９までの距離によって変化する。
【００１７】
　有機ＥＬパネルを重ね合わせたつなぎ目での光量は次のようになる。
【００１８】
　封止材２００５が非透光性であれば、裏面に配置される有機ＥＬパネルからの光がさえ
ぎられ、つなぎ目が目だってしまう。封止材２００５を設ける周辺領域の幅を極限まで細
くすることにより、つなぎ目が人に認識できないようにすることができるが、その場合、
封止性能が不足し、結果として、有機ＥＬの寿命が短くなってしまうため、現実的ではな
い。
【００１９】
　封止材２００５に透光性の材料を用いることで、重ね合わせた有機ＥＬパネルのそれぞ
れのフェード領域２００８における光量を積算した結果が、有機ＥＬパネルのつなぎ目に
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おける光量となる。そのため、有機ＥＬパネルのつなぎ目における光量の低下を緩和でき
る。
【００２０】
　しかしながら、前述したように、封止材２００５を設ける周辺領域を細くすることには
限界がある。したがって、周辺領域の幅を確保しつつ、有機ＥＬパネルのつなぎ目を目立
たなくするためのさらなる対策が求められる。
【００２１】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、本発明の一つの態様に
係る有機ＥＬパネルは、透明基板と、前記透明基板上に設置され、有機層を含む発光機能
層と、前記透明基板の前記発光機能層が設置された発光領域を取り囲む周辺領域において
前記透明基板に接続して前記発光機能層を覆う封止構造と、前記周辺領域に設置された反
射膜と、を備える。
【００２２】
　また、前記発光機能層は、前記透明基板上に、透明電極、発光層を含む前記有機層、及
び反射電極をこの順に積層してなり、前記反射膜は、前記透明基板と前記封止構造との間
に介在して設けられていてもよい。
【００２３】
　このような構成によれば、周辺領域に反射膜を設けることにより、透明基板内を伝播す
る光は反射膜で反射するため、基板内をより長く伝播する光が増える。この反射光により
、有機ＥＬパネルの封止材を設置する領域に由来する非発光領域を目立たなくすることが
できる。
【００２４】
　また、前記封止構造は、ガラスで構成された封止基板と、透光性樹脂で構成され、前記
透明基板の前記周辺領域において前記封止基板と前記透明基板とに接続する封止材とから
なっていてもよい。
【００２５】
　このような構成によれば、有機ＥＬパネルを重ねて配置した場合に、前記封止基板およ
び前記封止材を通して、別の有機パネルの光を取り出すことができる。
【００２６】
　また、前記封止構造は、透光性樹脂で一体に構成されていてもよい。
【００２７】
　このような構成によれば、有機ＥＬパネルを重ねて配置した場合に、前記封止基板およ
び前記封止材を通して、別の有機パネルの光を取り出すことができる。
【００２８】
　また、前記透明基板と前記反射膜との間に第１の密着層をさらに備えてもよく、また、
前記反射膜と前記封止材との間に第２の密着層をさらに備えてもよい。
【００２９】
　このような構成によれば、前記有機ＥＬパネルの封止性能を向上することができる。
【００３０】
　また、前記発光層にて中心発光波長がλの光を発生させるとき、前記反射電極と前記発
光層内の中心発光位置との距離は、（４ｍ＋３）λ／１６以上（４ｍ＋５）λ／１６以下
、ただしｍは０以上の整数、であってもよい。
【００３１】
　このような構成によれば、前記有機ＥＬパネルの正面方向に出射する光が干渉で弱めら
れ、広角側に出射する光が干渉で強められる。これにより、前記透明基板内を導光する光
の総量が増大し、発光領域の周辺での光量の減衰が緩やかになる。したがって、有機ＥＬ
パネルを重ねた場合に要求される位置合わせ精度が緩和される。また、発光領域の周辺に
おいて光量が減衰する領域の幅が広くなるため、封止材の幅を広くすることができ、有機
ＥＬの封止性能をさらに向上させることができる。
【００３２】
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　また、本発明の１つの態様に係る有機ＥＬパネル複合体は、複数の前述した有機ＥＬパ
ネルを備え、隣接する有機ＥＬパネルの周辺領域同士が重なって配置されている。
【００３３】
　このような構成によれば、複数の有機ＥＬパネルの端部同士を重ね合わせた大面積の有
機ＥＬパネル複合体が得られる。
【００３４】
　上記検討のもと本願発明者が考案した本発明の実施の形態について、図面を参照しなが
ら説明する。
【００３５】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における有機ＥＬパネルの構造図である。図１において
、（ａ）は上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図１において、図
１４と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【００３６】
　封止基板２００４の端部から透明基板２０００に向かって伸びる封止材２００５と、透
明基板２０００との間に反射膜５００を有している。反射膜５００は、少なくとも有機Ｅ
Ｌパネルの少なくとも一辺に設置されていればよく、必ずしも全周囲に設置されている必
要は無い。
【００３７】
　図１において、給電部１００は１辺に設置されている。
【００３８】
　反射膜５００は、反射率が高いＡｌやＡｇ、その合金などが用いられる。
【００３９】
　封止基板２００４、封止材２００５は、光を透過することのできる材質からなることが
特徴である。例えば、封止基板２００４は、ガラスで構成され、封止材２００５は、透光
性の樹脂で構成される。
【００４０】
　第１の有機ＥＬパネルの発光領域の周辺における光量が減少するフェード領域２００８
の幅は、有機層２００２の中に生じる発光層から取り出し面２００９までの距離によって
決まる。
【００４１】
　図２は、有機ＥＬパネルの作製方法の一例を示す工程図である。まず、透明基板２００
０を用意し（図２（ａ））、透明基板２０００の上に、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　
Ｏｘｉｄｅ）などからなる透明電極２００１を形成する。透明電極２００１の一部を分離
部４００において除去し、給電部１００を形成する（図２（ｂ））。反射膜５００を、透
明電極２００１の周囲に製膜する（図２（ｃ））。
【００４２】
　透明電極２００１の上に、透明電極２００１が除去されている分離部４００に重なるよ
うに、有機層２００２を形成する（図２（ｄ））。有機層２００２の上に、反射電極２０
０３を形成する（図２（ｅ））。このような構造により、金属電極２００３と透明電極２
００１との短絡を防止することができる。その後、ＵＶ硬化性の材料などからなる封止材
２００５を形成し（図２（ｅ））、封止基板２００４を張り合わせて、固定する。反射膜
５００はＡｌ、Ａｇ、およびそれらの合金とする。金属電極２００３と給電部１００は接
続部３００によって接続する（図２（ｆ））。
【００４３】
　図３に発光領域境界における光の伝播と、反射膜５００の効果について説明する。反射
膜５００がない場合、図１５に示すように、基板方向に射出された光のうち取り出し面２
００９で反射されて戻る光は、矢印５０１で示される経路に沿って封止ガラス側に通過し
て、外部に取り出すことができない。しかし、反射膜５００を設けることで、取り出し面
２００９で反射されて戻る光を、矢印５０３で示される経路に沿って透明基板２０００側
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へ反射させ、外部に取り出すことができる。
【００４４】
　図４に、Ａｇ反射膜を設けた場合の、発光領域の境界における光取り出し量を示す。破
線が反射膜を設ける前の場所ごとの光量分布、実線が反射膜を設けた場合の光量分布であ
る。反射膜を設けた方が、光が有効に利用され、取り出せる光の総量が増大し、減衰が緩
やかになる。したがって、減衰する領域、つまりフェード領域の幅、が広くなるため、封
止材の幅を広くすることができ、有機ＥＬの封止性能を向上させることができる。
【００４５】
　なお、図２では、基板の外形を先に加工する作製方法の一例を示したが、それに限られ
る必要はなく、例えば、大面積の基板に複数の有機ＥＬパネルを同時に作製し、最後に、
基板を裁断してもよい。
【００４６】
　また、有機ＥＬパネルの透明電極２００１と透明基板２０００との間の屈折率差によっ
ても、全反射が生じることが知られている。透明基板２０００と透明電極２００１との間
に、回折格子やナノ構造などの光取り出し構造を設けた有機ＥＬパネルにおいても、本発
明の効果は得られる。
【００４７】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２の有機ＥＬパネルの構造図である。図５において、（ａ
）は上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図５において、図１と同
じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。本実施の形態と実施の形態１と
の違いは、透明基板２０００と反射膜５００の界面に、第１の密着層６００を設けたこと
である。
【００４８】
　図６は、本実施形態の有機ＥＬパネルの作製方法の一例を示す工程図である。実施の形
態１との違いは、パターニングした透明電極２００１を形成した後に、第１の密着層６０
０を形成した（図６（ｃ））ことである。その外の工程は、実施の形態１と同様に作製す
ることができる。
【００４９】
　第１の密着層６００は透明基板と反射膜を密着させるために、ガラスペーストや酸化物
バッファ層（Ａｌ２Ｏ３）を用いる。
【００５０】
　（実施の形態３）
　図７は、本発明の実施の形態３の有機ＥＬパネルの構造図である。図７において、（ａ
）は上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図７において、図１と同
じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。本実施の形態と実施の形態１、
２との違いは、反射膜５００と封止材２００５の界面に、第２の密着層７００を設けたこ
とである。
【００５１】
　図８は、本実施形態の有機ＥＬパネルの作製方法の一例を示す工程図である。実施の形
態１、２との違いは、反射膜５００を形成した後に、第２の密着層７００を形成した（図
８（ｄ））ことである。その外の工程は、実施の形態１と同様に作製することができる。
【００５２】
　第２の密着層７００は反射膜と封止剤を密着させるために、シランカップリング剤、酸
化物・窒化物バッファ層（ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯ２ｘＮ１－２ｘ、ＩＴＯ）を用いる
。
【００５３】
　（実施の形態４）
　図９は、本発明の実施の形態３の有機ＥＬパネルの構造図である。図９において、（ａ
）は上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図９において、図１と同
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じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。本実施の形態と実施の形態１～
３との違いは、透明基板２０００と反射膜５００の界面に、第１の密着層６００を設け、
反射膜５００と封止材２００５の界面に、第２の密着層７００を設けたことである。
【００５４】
　第１の密着層６００は透明基板と反射膜を密着させるために、ガラスペーストや酸化物
バッファ層（Ａｌ２Ｏ３）を用いる。
【００５５】
　第２の密着層７００は反射膜と封止剤を密着させるために、シランカップリング剤、酸
化物・窒化物バッファ層（ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯ２ｘＮ１－２ｘ、ＩＴＯ）を用いる
。
【００５６】
　図１０は、本実施形態の有機ＥＬパネルの作製方法の一例を示す工程図である。実施の
形態１～３との違いは、透明基板と反射膜５００の界面に、第１の密着層６００を設け（
図１０（ｂ））、反射膜５００を形成した後に、第２の密着層７００を形成した（図１０
（ｄ））ことである。その外の工程は、実施の形態１と同様に作製することができる。
【００５７】
　（実施の形態５）
　本発明において、有機ＥＬパネルの接続部分の境界を目立たなくするために、透明基板
２０００内を導光する光を活用している。有機層２００２中に生じる発光層の中心発光位
置と反射電極２００３との距離ｄを変えることにより、発光層から放射される光の配光パ
ターンを変え、透明基板２０００内を導光する光の割合を増やすことができる。
【００５８】
　発光層で発生した光の一部は、そのまま空気層に向かい、発光層で発生した光の他の一
部は、反射電極２００３で反射した後に空気層に向かう。これらの光は相互に干渉するの
で、中心発光位置と反射電極２００３との距離ｄによって、中心発光位置から放射される
光のパターンが変化する。
【００５９】
　光の出射方向をθ、中心発光位置と反射電極との距離をｄ、光の中心発光波長をλとす
ると、θ方向の光強度Ｉ（θ）は式１で表される。
【００６０】
【数１】

【００６１】
　図１１Ａ～図１１Ｅはそれぞれ、ｄ／λ＝１／８、３／１６、２／８、５／１６、３／
８の場合における、中心発光位置Ｓで発生した光の配光分布を極座標で表した図である。
例えば、図１１Ａ、図１１Ｅに示すように、ｄ／λ＝（２ｍ＋１）／８（ｍは０以上の整
数）のときには、正面方向の光が干渉で強められる。また例えば、図１１Ｃに示すように
、ｄ／λ＝（２ｍ）／８（ｍは１以上の整数）のときには、正面方向の光が干渉で弱めら
れ、広角側の光が干渉で強められる。なお、光の取り出し構造の有無によらず、中心発光
位置Ｓで発生した光の配光分布は、図１１Ａ～図１１Ｅに示す配光分布となる。
【００６２】
　そこで、透明基板２０００内を導光する光が増加する発光層と反射電極との間の距離が
３／１６λより大きい有機ＥＬパネルを用いて、検討を行った。
【００６３】
　図１２に、配光ＡでＡｇ反射膜を設けていない場合の発光領域の境界における光量分布
（破線）、配光ＡでＡｇ反射膜を設けた場合の、発光領域の境界における光量分布（一点
鎖線）、及び、配光ＢでＡｇ反射膜を設けた場合の発光領域の境界における光量分布（実
線）を示す。配光Ｂでは、基板内を導光する光の総量が増大し、発光領域の周辺での光量
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の減衰が緩やかになる。したがって、有機ＥＬパネルを重ねた場合に要求される位置合わ
せに要求される精度が緩和される。また、発光領域の周辺において光量が減衰する領域、
つまり前述したフェード領域、の幅が広くなるため、封止材の幅を広くすることができ、
有機ＥＬの封止性能をさらに向上させることができる。
【００６４】
　以上、本発明の一つまたは複数の態様に係る有機ＥＬパネルについて、実施の形態に基
づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨
を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実
施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の一つまたは複数の
態様の範囲内に含まれてもよい。
【００６５】
　本発明の実施形態では、透明な材質の封止材と封止基板により、有機層が水分や酸素か
ら保護する構造を用いて説明を行ったが、封止方法は、この構造に限る必要はなく、光を
透過する構造であれば、同様の効果を得ることができる。
【００６６】
　例えば、図１３に示すように、封止構造２００６は、封止基板２００４及び封止材２０
０５として機能する透明な樹脂１１０１であってもよく、このような封止構造２００６で
一体的に有機ＥＬパネルを封止してもよい。このような構成とすることにより、製造工程
も簡略化することができる。
【００６７】
　また、透明基板２０００の表面に拡散シート２００７を設けてもよい。
【００６８】
　一般に有機層２００２、透明電極２００１の屈折率は、１．８以上あり、透明基板２０
００との界面で、全反射が生じる。この全反射を抑制するために、有機ＥＬパネルの内部
に取り出し構造を入れてもよい。そのような有機ＥＬパネルにも、本発明の形態を適用す
ることによって、有機ＥＬパネルのつなぎ目を目立たなくする効果を得ることが可能であ
る。取り出し構造としては、回折格子、マイクロレンズ、又は、ピラミッド構造などの光
の角度変換を行うことができる凹凸構造を利用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明に係る有機ＥＬパネルは、複数並べて、自由な形状で発光する面照明として利用
できる。本発明に係る有機ＥＬパネルは、例えばフラットパネルディスプレイ、液晶表示
装置用バックライト及び照明用光源等に適用することができる。また、本発明に係る有機
ＥＬパネルは、単色の光源に限らず、白色の発光装置にも適用することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　　１００　　給電部
　　３００　　接続部
　　４００　　分離部
　　５００　　反射膜
　　６００　　第１の密着層
　　７００　　第２の密着層
　１１０１　　樹脂
　２０００　　透明基板
　２００１　　透明電極
　２００２　　有機層
　２００３　　反射電極
　２００４　　封止基板
　２００５　　封止材
　２００６　　封止構造
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　２００７　　拡散シート
　２００８　　フェード領域
　２００９　　取り出し面

【図１】 【図２】
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【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１１Ｄ】
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